
 

 

2021年度長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科 

インタビュー動画制作等業務委託仕様書（案） 

 

この仕様書は、公立大学法人長野県立大学（以下「本学」という。）が行う本学大学院ソーシャル・イノベーシ

ョン研究科インタビュー動画制作等業務の委託を行うにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるもの

です。 

１ 業務名 

2021年度長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科インタビュー動画制作等業務 

２ 目的 

2022年4月に開学を予定する長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科（以下「本研究科」

という。）は、社会における様々な経験を持った社会人（社会経験２年以上）をターゲットとしており、そのター

ゲットに特色ある講師陣の情報を届け、広く県内外から多くの志望者を獲得するとともに、本研究科の知名

度の向上を図ることを目的とします。 

また、本動画は、本学公式ホームページや YouTube などの動画サイトからの配信により多くの人に視聴

されることを前提としています。 

３ 委託期間 

契約日から 202２年 3月２４日（木）まで 

４ 契約書（案） 

別添のとおり 

５ 業務内容 

受託者は、本研究科募集のメインターゲットである若手社会人に対し、本研究科の特色ある講師陣の

魅力等を理解し、視聴者の興味・関心を引き付けるよう、インタビューの企画段階から創意工夫をこらし

て、動画制作に係るすべての業務を行うものとします。 

また、本研究科の特色や３つの方針（ポリシー）、養成する人材像等を理解し、本動画制作の内容が、本

研究科の方向性に反することがないよう十分配慮するものとします。 

なお、制作されたインタビュー動画によるプロモーションの推進にあたり、効果的と考えるものについて

は、企画提案限度額の範囲内で積極的に独自提案し、実施できるものとします。 

   (ア) 企画・構成・演出 

      ① プロポーザルでの提案内容を基に、本研究科と協議を行い、内容を決定します。 

      ② 決定した内容を基に、動画の構成を作成します。 

      ③ 完成後の動画の発信方法及びその具体的なスケジュールについても提案してください。 

   （イ）インタビュー動画作成 

企画・構成に基づき、本学が指定する 10名の教員予定者それぞれのインタビュー動画作成に必要な

撮影等の映像調達や映像作成を行います。この時、撮影に係る肖像権・著作権処理を行います。また、

撮影に際し、撮影会場は原則として長野県立大学三輪キャンパス（長野市三輪八丁目４９番７号）内とし、

インタビュイーに対する出演料や交通費等は委託者負担とします。 

   （ウ）編集 

映像の加工・編集、音楽・音声・ナレーション・テロップの挿入等の編集作業等を行います。完成ま



 

 

でに本学による複数回の内容確認及び修正指示等を設けます。 

動画の要件・規格は次の通りとします。 

① 本学が 10名のインタビュイーを指定し、そのインタビュー動画をそれぞれ１本ずつ作成します。 

② 各インタビュー動画の 1本再生時間は３分～10分以内とします。 

③ ②の全編動画内容を短縮した 1分以内のダイジェストムービーを作成します。 

④ インタビュイーごとに Twitter等 SNSでの発信を前提とした 15秒以内のショートムービーを

作成します。 

⑤ 画面縦横比は１６：９とします。 

⑥ 動画の解像度はフルハイビジョンとします。 

⑦ タイトル、テロップ対応言語は、日本語とします。ただし、成果品の企画・構成が、日本語以外の

言語を用いる必要がある場合は、この限りではありません。 

   （エ）成果品の納入 

成果品は次のとおりとします。なお、成果品は、受託者において映像・画像・音楽等に係る肖像権や

著作権処理を済ませたもので、所有権はすべて本学に帰属するものとします。 

成果物 仕 様 納品時期 

インタ

ビュー

動画 

⚫ 本学が指定する１０人の講師へのインタビュ

ーを行い、それぞれに５分前後の紹介動画を

制作する。うち、4人分については、2021年

１０月 6日（水）9時～17時にインタビュー

（スケジュールは本学にて既に調整済み。変

更不可。）を行います。 

⚫ 電子媒体、画像データについては、納品時に

DVD-R等に格納して提出してください。 

⚫ 動画形式は、インターネット配信に適した、次

のいずれかの動画形式とします。MPEG４、

WMV、AVI、MOV 

⚫ 動画制作に使用した写真データ、映像、動画

台本等の映像素材を納品してください。 

⚫ 撮影素材について、第三者権利を有している

映像、画像、音楽等を制作において使用（二

次使用を含む。）している場合は、権利者や

使用時間等について明確に記載するととも

に、権利処理にあたり手続きした書類（写し）

を添付してください。 

 人数 撮影期日 納品期日 

① ４人 10月６日 10月 23日 

② 2人 11月中 11月 30日 

③ 2人 12月中 12月 24日 

④ 2人 1月中 令和 4年 

1月 31日 

⑤ ダイジ

ェスト

ムービ

ー 

 同年 

2月 28日 

 

納品場所 

長野県立大学学務課教務係 

（※）企画提案書の作成に当たっては、実施要領「８企画提案書の作成・提出」の「（１）企画提案書作成上の留

意事項」に留意願います。 

６ 著作権等の取扱い 

本委託業務により新たに生じた著作権等は本学に帰属することとし、本学は受託者に事前の連絡なく加工

及び二次利用できることとします。 

7 その他 



 

 

（ア） 一般事項 

① 本業務の実施にあたっては、本学と十分な連絡・調整を行い、円滑な遂行を図ってください。 

② 業務を遂行する上で必要な資料等は、受託者において入手するほか、必要に応じて本学から受託者

に対し貸与します。なお、貸与した資料等の複製の可否、返却等については、本学の指示に従ってくださ

い。 

③ 委託業務期間はもとより委託業務期間終了後においても、当該業務で知り得た機密、個人情報等は

他に漏らしてはなりません。なお、受託業務遂行のために、受託者が保有した個人情報の記録媒体（磁

気ディスク、磁気テープ、紙等の媒体）は、業務完了時（契約解除時も含む）にすべて消去してください。

なお、本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、「長野県個人情報保護条例」を遵守し

てください。 

（イ） 運営管理（業務体制） 

   ① あらかじめ本学と調整したスケジュールで行ってください。 

   ② 制作作業にあたっては、委託業務を総括し、本学からの支持を受ける窓口として制作責任者を置き、

し、関係者と円滑な事業進行管理や意思疎通に努めてください。なお、制作責任者とあわせて、当該業

務の従事担当者を確保し、これらは、画像やデザイン、映像、音声等のマルチメディア情報を制作する上

で必要な知識と技能を有している者を 1名以上配置してください。 

   ③ 受託者は、本事業が効率的かつ適正に実施されるように、全ての工程における運営管理（各作業時の

進捗状況の把握、本学への状況報告等）を徹底してください。運営管理を行う制作責任者は、十分なコ

ミュニケーション能力を持ち、適切な課題解決策や方法等を提案でき、実績や知見、発想等に基づいて、

円滑かつ確実に事業を推進できる能力を有することを条件とします。また、本事業に携わるスタッフの作

業分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど問題等が発生した場合は速やかに原

因を調査し、体制の見直しを含む対応策を提示し、本学の承認を得たうえでで、これを実施してください。 

   ④ 編集内容の最終決定までには、各納品期日ごとに動画の試写を行い、訂正指示のあった箇所につい

ては、これに対応してください。 

（ウ） 著作権等 

   ① 納品された成果品、委託業務に関する企画提案書や計画書、報告書等の著作権（著作権法第27条・

第 28 条に規定する権利を含む。）は、すべて本学に帰属します。また、成果品は、本学が随時使用で

きるものとします。 

   ② 本学が行う成果品の再編集・複製等について、本学との協議に応じるようにしてください。 

   ③ 第三者が権利を有している映像・画像・音楽等を使用する場合は、事前に権利者より二次使用を含め

た使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得たうえで、必要となる一切の

手続き及び使用料の負担等は受託者が行ってください。 

   ④ 制作にあたっては、肖像権や意匠権、著作権その他権利等について撮影前に本学への了承を得た上

で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行ってください。 

   ⑤ 映像、音楽等の著作権・肖像権処理等に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応し、

本学は責任を負わないこととします。 

   ⑥ 業務完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良個所があった場合は、受託者は速や

かに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とします。 

   ⑦ 電子媒体によるデータ納品については、ウィルス対策ソフトにより検査したうえで納品してください。納



 

 

品物が納品時点でウィルス感染していることにより、本学又は第三者が損害を受けた場合は、全て受

託者の責任と負担により、原状回復、及びその他賠償等について対応してください。 

   ⑧ 本学は、本事業で納品された成果品を期限なく無償で、インターネット等あらゆる媒体、手段・方法に

より公表（公開、配布、放送等）することができることとします。 

（エ） 本仕様に定めのない事項については、その都度、協議の上決定するものとします。なお、本仕様書は、

本学の要望や受託者の提案により変更が生じる可能性があります。その際は、契約者双方が協議して

定めるものとします。 


